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別 紙 

過大投票区の解消に関する要請決議（案） 

 

 大網白里市内にある１９箇所の投票所の内、第１投票所（区）の有権者

数は本年４月１２日現在で６,７３０人であり、明らかに、総務省自治行

政局選挙部長通知（総行管第１８８号、平成２５年４月２６日、各都道府

県選挙管理委員会委員長宛、）による「過大投票区」である。 

 

 総務省は同通知で、「過大投票区（１投票区の選挙人の数が概ね３千人

を超えるもの）にあっては、概ね３千人を限度として投票区の分割を行い

投票区の規模の適正化を図ること。」を求めている。これは、旧自治省挙

部長通知（昭和４４年５月１５日、自治管第４５号、各都道府県選挙管理

委員会委員長宛）と同内容の必須義務である。 

 

 しかも、第１投票所（区）の有権者数は、最も有権者数の少ない第１２

投票所（区）の有権者数１,１０９人の６倍を超えており、大きな格差が

生じている。 

 

 大網白里市選挙管理委員会は、「投票の権利は民主主義の基礎であり、

選挙人の投票の機会を広く確保することが重要である」（上記総務省通知）

ことを十分踏まえ、可及的速やかに「過大投票区」を解消し、投票区の規

模の適正化を図るよう強く要請する。 

 

 以上、決議する。 

 

 平成２７年 月  日 

大網白里市議会議長 花 澤 房 義 

 

大網白里市選挙管理委員会委員長 あて 

 


